
～もっともっと信頼される上水道・下水道を目指して～
TEL 645-1177（代表）

令和2年 8 月

水道設備があるところには必ず水道

メーターが設置されており、このメー

ターを2ヶ月ごとに検針し、水道料金と

下水道使用料を請求しています。

山形市の水道料金について

水道メーターは誰のものですか？

?

水道メーターは

どこにあるの？

水道メーターはお客さま宅の
敷地内にある「量水器」と書か
れたメーターボックスの中に収
納されています。

?

パイロット
少量の水の使用でも回転する円盤
型の針です。
漏水確認の際に非常に役に立つ部
分になります。

メーター番号
水道メーター１つ１つ
に固有の番号を刻印
しています。

検定有効期限
メーターの有効期限が
2028年２月末であること
を表しています。

水道メーターは、計量法で８年間の有効期間が定められており、

上下水道部では有効期間満了年月までに取替えを行っています。

（水道メーターの取替えにお客さまから費用を負担していただく

ことはありません。）

メーター

メーターボックスの
蓋を開けると…メーター発見！

水道メーターの所有者は上下水道部となっており、水

道メーターはお客さまが水道を使う際に貸し出して

いるものです。ただし、お客さまの敷地内にある他の

給水装置（給水管やメーターボックスなど）はお客さ

まが所有者となっております。

今回はみなさんの

身近にある

水道メーターについて

お知らせします。

ご自分の水道メーターを確認してみましょう

メーター指針
2か月ごとに検針し、今回メーターの指
針と前回の指針の差を「使用水量」とし
て料金を算出しています。

メーターボックスの上に車や荷物等の
検針の支障になるものを置かないなど、
ご協力をお願いします。

※

お
願
い



・漏水箇所が分からない場合は給排水センターに

　ご連絡ください。無料で調査に伺います。

・漏水の修繕は「山形市指定給水装置工事事業者」にご依

　頼ください。（修繕の費用はお客さまの負担となります）

水道メーターで
漏水がわかると
聞いたのですが…？

水道メーターより宅地側
での漏水は、水道メーターで
確認することができます。

・給湯管からの漏水

・受水槽から先の漏水

・ボイラーやトイレタンクの設備不良による漏水

・メーターボックス内の漏水　　
…など

※以下のような漏水は軽減の対象になりません。

ただし、下水道使用料のみ軽減させる場合があります。

詳しくは「指定給水装置工事事業者」にご確認ください。

水道使用水量・下水道汚水排出量軽減申請書の提出が必要となります。

詳しくは、修繕工事を行った「指定給水装置工事事業者」にご相談ください。

この間の地中部での漏水や発見する

ことが困難な地上部（建物の壁内、床

下など）による漏水が対象となります。

軽減の対象となる漏水1

軽減の申請について2

地中や壁の中など、お客さま

が適切な管理を行っていて

も発見が困難な漏水は料金

を軽減することができます。

自分でできる！「簡単！漏水チェック」

１．家庭内の蛇口を全部閉めます。

２．水道メーターを確認します。

「水道使用量・下水道汚水排出 軽減申請」について

漏水等に伴うお客さまの水道料金等の負担軽減のため、

一定の基準を満たす場合に限って、限定的に水道料金等を軽減する制度を設けています。

給排水センター
までご連絡ください。

TEL 023-645-1177 内線 141・140

漏水だとわかったら…

漏水で
料金が
高額に…

水 抜 栓

蛇 口

止抜栓

メーターバルブ

道路宅地

水道メーター

お客さまから、指定給水装置工事事業

者へ直接修繕の依頼をしてください。

水道メーターの

パイロットが
回っていたら
漏水しています

〒990-0836 山形市南石関２７番地

TEL 645-1177（代表）

開庁時間：月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
　　　　（祝日および12月29日から1月3日を除く）

上下水道部公式ホームページ「AQUA FRONT」　

https://suidou.yamagata.yamagata.jp/

検索山形市上下水道部


